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平成 30 年度 久留米市地方卸売市場田主丸流通センター運営審議会 議事録 

 
期日：平成 31 年 1 月 18 日 15:00～16:00  会場：田主丸総合支所 202 会議室 

出席者：別府委員、山田委員、森﨑委員、田籠委員、鳥越委員、吉岡委員、立石委員、田中淸香委員、 

田中一成委員、草野委員、南委員、横溝委員、半田委員 

（事務局）右田産業振興課長、塩足中央卸売市場長、石橋、稲富、石井 

欠席者：上野委員、小林委員、栗木委員 

 

１．開会 

２．委員紹介 

３．概要説明 

 

 

 

４．委員長 

の選任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

事務局  

事務局  

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

委員長 

 

開会 

委員紹介 

３概要説明 (1)田主丸流通センター運営審議会について 

(2)田主丸流通センターの概要について 

（資料をもとに説明） 質疑なし 

 

続きまして、委員長選出でございますが、久留米市地方卸売市場田主丸

流通センター条例施行規則第 70 条において、当運営審議会に、委員の互

選により委員長を置くことになっております。互選につきまして、いかが

いたしましょうか。 

 

別府委員でいかがでしょうか。 

 

賛成の声多数 

 

委員長に別府委員というご推薦がありましたが、よろしいでしょうか。 

次に、副委員長の選出をいかがいたしましょうか？ 

 

田中一成委員でいかがでしょうか。 

 

賛成の声多数 

 

互選の結果、委員長に市議会議員の別府委員、副委員長に買受人代表より

田中一成委員に決定いたしました。宜しくお願いいたします。 

別府委員長、田中副委員長は、委員長席・副委員長席へ移動をお願いいた

します。 

 

それでは、式次第に基づき議事を進行させていただきますが、久留米市

地方卸売市場田主丸流通センター施行規則第７３条の規定により、「委員

長は会議の議長となる」となっておりますので、別府委員長に進行をお願

いいたします。 

委員長の別府でございます。議事がスムーズに進行いたしますよう、皆

様方のご協力をお願いいたします。 それでは、５報告事項に入ります。 
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５．審議事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

事務局 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

委員長 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 (1)田主丸流通センター管理体制経費についての説明を行い、質疑を受

けたいと思います。 

事務局からの説明をお願いします。 

 

（資料をもとに説明） 

 

(1)田主丸流通センター管理体制経費について、説明が終わりました。 

何か意見・質問等ありませんか。 

 

なしとの声 

 

他にありませんか。 

ないようでしたら、承認される方の拍手をお願いいたします。 

 

賛成多数 

 

賛成多数と認め、承認されました。 

 

続きまして、 

 (2)田主丸流通センター施設の営繕状況についての説明を行い、質疑を受

けたいと思います。 

事務局からの説明をお願いします。 

 

 （資料をもとに説明） 

 

(2)田主丸流通センター施設の営繕状況について、説明が終わりました。 

何か意見・質問等ありませんか。 

 

  出荷台がくさってしまい、出荷しにくい。早急に修理をお願いできない

か。水をかけるので、どうしても傷んでくされてしまう。日々の出荷作業

に困っている。 

 

  現在出荷台を毎年１６台ずつ修理しているが、本年度は、7 月の災害対

応に予算を使い、出荷台を１６台修理する予算が厳しい状況にある。平成

３１年の夏に間に合うように、４月以降に対応したいと考えています。 

 

  他に何か意見・質問等ありませんか。 

 

本年度の予算を災害対応に使用したということだが、災害保険などには

入っていないのですか？また、保険に入っていれば、本年度も１６台の修 
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６．審議事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

事務局 

 

委員長 

 

 

 

Ｄ委員 

 

 

 

 

事務局 

 

理が可能ですか？ 

 

  保険には入っており、保険料もはいるが、保険料は雑収入として入るよ

うになっています。そのため、この保険料を流通センターの出荷台修理に

は使用できない形になっています。 

平成３１年度は、出荷台１６台分の修理予算を確保しているので、平成

３１年度は１６台の修理となります。平成３０年度は、災害対応で、出荷

台の修理ができなかったので、出荷台の修理は１年遅れていく形になりま

す。 

 

  今後、どんな災害が起こるかわからないので、先延ばしが多くなると修

理がままならない状況になると思います。やり方を考えてきちんと修理で

きるように検討をお願いします。 

 

他に何か意見・質問等ありませんか。 

ないようでしたら、承認される方の拍手をお願いいたします。 

 

  賛成多数 

 

賛成多数と認め、承認されました。 

他にありませんか。ないようでしたら、６．審議事項に移ります。 

 

それでは、６．審議事項に入ります。 

(1) 田主丸流通センター施設の今後の営繕計画についての説明を行い、質

疑を受けたいと思います。 

事務局からの説明をお願いします。 

 

（資料をもとに説明） 

 

(1) 田主丸流通センター施設の今後の営繕計画について、説明が終わりま

した。 

何か意見・質問等ありませんか。 

 

早急に雨樋の取替えをお願いしたい。台風で傷んで雨漏りしています。

雨が落ちて、植木の鉢が溶けてなくなり、競っても値が上がらない。生産

者にとっても、せっかく市場にだしても、そういった理由で値が上がらな

いのはとても残念なところがあります。早急に対応をお願いしたい。 

 

雨樋の取替えについては、緊急的に対応が必要な部分については、対応

したいと考えています。 
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Ｄ委員 

 

委員長 

 

Ｅ委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

Ｅ委員 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

Ｅ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宜しくお願いします。 

 

他に何か意見・質問等ありませんか。 

 

この中長期保全計画の内容ですが、今後こういったことを早急に実施す

ることが望ましいということで上げられていると思いますが、今までのお

話の中で、予算的にも厳しい状況にあると思いますが、来年度以降、どう

いった形で営繕をしていこうという計画は立てられているのでしょう

か？ 

 

中長期保全計画に上げられている対応年限が過ぎている改修について

は対応していきたいと考えていますが、予算に限りもあり、緊急性が高い

ものから対応させていただきたいと思っています。順次、優先順位をつけ

ながらやっていきたいと考えています。 

 

現状では、明確な順位付け、優先順位といったもの、例えば、雨樋の修

繕にいくらかかるといった明確なものは出ていないということですね。雨

樋の修理が必要であれば雨樋に手をつけて、その年、その年に必要なもの

に手を付けていくという対応を行うということで、そう理解しておりま

す。もし、修理の金額が明確にわかっているのであれば、計画性を持った

修繕を行うことができると考えられますが、そういったことを考えている

のかなと思っての質問でした。 

 

計画的な営繕計画を立てることが必要と認識しております。 

中長期保全計画に上げているものに関しては、都市建設部より全面改修が

必要という提案を頂いております。部分的にも今後、緊急性が伴うものに

ついては、効果的にやって行きたい。それに伴う優先順位は現在立ててお

りませんが、施設を管理していただいております植木農業協同組合と協力

し優先順位を決めながら、修繕を行って行きたいと考えています。 

  

最後に。流通センターの収支を見せて頂きますと、経常的に係る支出が

４００万円くらい、収入が６６０万円くらいになっている。これだけで計

算すれば、約２６０万が営繕にまわせるかと考えられます。現在中長期保

全計画に上げられている改修を、部分的に行ったとしても、果たしてこの

金額で足りるのかという問題もあります。どの修理にどのくらいかかると

いうことがまず頭に入ってから、改修の計画立てであったり、将来の設計

であったりということになると思いますので、そのあたりも踏まえて、計

画を立ててほしいと思います。 
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委員長 

 

Ａ委員 
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Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、効果的な計画を立てたいと考えております。今後とも宜しくお願

いします。 

 

他に何か意見・質問等ありませんか。 

 

気になった文言がございます。田主丸流通センターの収支の範囲で上記

の改修を早急に実施することが難しい状況ですという文言がありますが、

この田主丸流通センターの収支というのは、特別会計の収支ととるのでし

ょうか？ 

 

田主丸流通センターでの収支という意味で書かせて頂いておりますの

で、収入が６６０万円、支出が４００万円の差額、約２６０万円という意

味です。 

 

流通センターの収支の中ででは、約２６０万円しかありません。それだ

けしかないのに、この中長期保全計画に上げられているような改修を行う

ことは困難だと思います。そこで、この流通センターの存在の意義、久留

米東部は植木苗木の発祥の地であり、全国的な産地でございます。この植

木苗木産業に従事しておられる方は、久留米市内でもかなりの方がおられ

ます。その方々の生み出す経済的な効果も考えて頂き、このような大規模

な改修については、一般会計からの繰り入れも考えてほしいと思います。 

久留米市における経済的な波及ということも十分考えてほしい。流通セン

ターがなければどれだけの方が困るかということも考えてほしい。 

通常であれば、特別会計は特別会計でまかなうのが普通だと思います

が、このような大規模な改修については、一般会計を繰り入れることも大

事ではないか。 

特別会計にこだわらずに、柔軟に考えて事業を推進してほしい。意見で

ございます。回答はいりません。 

 

今、Ａ委員のほうからは、一般会計から市場特別会計への繰り入れを検

討してほしいという意見だったろうと思います。現在、久留米市には、３

つの市場がございます。田主丸の流通センターと諏訪野町にあります青果

と水産物を扱っている市場がございます。３つの市場で１つの会計にまと

まっています。それぞれ、その運営に対しては収入と支出で、帳尻をあわ

せているが、収入で補えない場合、久留米市の一般会計から市場を運営す

る為の特別会計に繰入金を投入しております。この繰入金には国の基準が

ございます。その中で、どういうふうにやっていくかということになるか

と思っております。今、ご意見を頂いた分については、歳出調整が必要に

なってまいりますので、全体の中で予算を調整させて頂きたいと思いま

す。ただ今、Ａ委員から頂いたご意見に関しましては、重々受け止めたい
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７．閉会 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

事務局 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

と思います。法の範囲内で対応できる分については、しっかりやっていき

たいと思います。 

 

基準も大事だが、経済効果、経済波及効果も考えて、一歩違う視点から

も考えてほしいというのが、Ａ委員の思いだと思いますので、宜しくお願

いいたします。 

他にありませんか。 

ないようでしたら、承認される方の拍手をお願いいたします。 

 

賛成多数 

 

続きまして、 

 (2) 市場法改正についての説明を行い、質疑を受けたいと思います。 

事務局からの説明をお願いします。 

 

（資料をもとに説明） 

 

(2) 市場法改正について、説明が終わりました。 

何か意見・質問等ありませんか。 

 

他にありませんか。 

ないようでしたら、承認される方の拍手をお願いいたします。 

 

賛成多数 

 

賛成多数と認め、承認されました。 

他にありませんか。 

ないようでしたら、６．審議事項を終わります 

 

以上で、予定されている事項は終りましたが、その他ということで全体

的に流通センターに関して質問等はありませんか。 

 

ないようでしたら、これをもちまして議長を退任させていただきます。 

 

ありがとうございました。 

以上をもちまして、久留米市地方卸売市場田主丸流通センター運営審議

会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

  


